
  

 

 

 

 

 

 

第 517 号

（木）号 

 

発行 税理士法人 KJグループ 

〒536-0006大阪市城東区野江 4丁目 11番 6号 

TEL：（06）6930-6388 

FAX：（06）6930-6389 

  

「ギグワーカー」の急増から見えるものは？ 
コロナ後を見据えた人材確保の好機到来か 

 

インターネット経由で単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」が急増している。人材仲介会社ランサーズが

行った『フリーランス実態調査 2021』によれば、2018年と比較して日本のフリーランス人口は500万人以上

増加し、約1,670万人になったことがわかった。しかし、そんな中にあってもギグワーカーの賃金は高いとは

言えない。ウーバーイーツの配達員は歩合制のため時給が最低賃金を下回ることもあり得る。事故のリスク

もあり、休業補償もない。日雇い派遣が原則禁止である以上、個人事業主として業務委託契約を締結した形

なのだから当然だが、働き手にとっては非常にリスキーな状況だ。 

 米国カリフォルニア州では「ギグワーカー」を保護する画期的な法律が昨年施行された。一定の基準をクリ

アすれば、同州の最低賃金、残業代などが保証されるほか、病気休暇、失業手当、労災補償給付を受けられ

るものだ。 

一方、日本ではコロナ禍を機に議論がスタートし、今年4月より一定の業種（芸能関係、アニメーション制作、

柔道整復師）に限り、フリーランスにも労災保険への特別加入が認められたが、これ以外の業種はいまだ対

象外だ。そもそも企業側から見れば「ギグワーカー」は重要な戦力だが、社会保険料の負担を増やしてまで、

短時間のタスクへの見返りを用意するのは厳しい。 

ならばむしろ、この先「ギグワーカー」分の社会保険料を支払うことになるのであれば、正規に雇用してよ

り大きな戦力になってもらうほうが相互にメリットがある。五輪メダリストですら「ギグワーカー」となっ

ている状況なのだから、ほかにも多数の優秀な人材が働き場所を探している可能性が高い。コロナ後を見据

えた先行投資を採用に注ぎ込むことで、想定以上の成果が得られる可能性は十分にあるのではないだろうか。 

 

デリバティブ取引を損益通算対象に 
租税回避防止に時価評価課税導入を 

 

金融庁の「金融所得課税の一体化に関する研究会」が７月７日に公表した論点整理では、有価証券市場

デリバティブ取引を損益通算の対象にすること及び租税回避防止策として時価評価課税の導入の検討

を、2022年度税制改正要望として盛り込んだ。 

デリバティブ取引は、株式や債券、通貨、外国為替などの金融商品から派生した商品の取引の総称で、

代表的なものとして先物取引、オプション取引、スワップ取引がある。 

論点整理では、損益通算の対象をデリバティブ取引全体とすることが望ましいとしたうえで、市場デリ

バティブ取引については、金融機関や税務当局の実務において問題が発生する可能性が低いとして、先

ずは、有価証券市場デリバティブ取引を損益通算の対象にすることが適切とした。 

デリバティブ取引を損益通算の対象に含めた場合の租税回避行為として想定されるのが、デリバティブ

取引の「売り」と「買い」を両建てし、損失があるポジションのみ実現損として損益通算することで課

税の繰延べを可能とする方法だ。 

 これを防ぐのが、実現損だけでなく含み益に対しても課税される時価評価課税の導入。たとえば、取

得価格１万円の資産の価値が２万円に上がった場合、売却しなければ利益は実現しないため評価は取得

時の１万円のままだが、時価評価課税では売却しなくても２万円となり含み益である１万円に課税され

ることになる。 

 


